
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　探知用電波のビーム方向を探知角度範囲に亘って変化させて、所定単位角度毎の反射信
号強度のデータを検出する手段と、
　所定角度の平均化幅で反射信号強度データを移動平均することにより反射信号強度分布
データを求める移動平均手段と、
　

を備えたレーダにおいて、
　前記移動平均手段は、探知すべき物標の幅を目安として、探知すべき物標までの距離に
応じて、前記平均化幅を変化させることを特徴とするレーダ。
【請求項２】
　 前記反射信号強度分布データのうち、同一距離毎に反射信号
強度が最大となる方位を検出する １に記載のレーダ。
【請求項３】
　 前記反射信号強度分布データのうち、同一距離毎に反射信号
強度分布の重心に相当する方位を求める １に記載のレーダ。
【請求項４】
　 前記反射信号強度分布データのうち、同一距離毎に反射信号
強度が所定のしきい値以上となる角度範囲の中央に相当する方位を求める １に記載
のレーダ。
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前記反射信号強度分布データに基づいて探知すべき物標の中心位置の方位を求める中心
方位取得手段と、

前記中心方位取得手段は、
請求項

前記中心方位取得手段は、
請求項

前記中心方位取得手段は、
請求項



【請求項５】
　前記移動平均手段は、少なくとも前記探知角度範囲の両端部近傍で、両端部に近づく程
、前記移動平均の平均化幅を次第に狭くする請求項１～４のうちいずれかに記載のレーダ
。
【請求項６】
　前記移動平均手段は、探知すべき物標までの距離に応じて、当該距離が遠くなる程、前
記移動平均の平均化幅を狭くする請求項１～５のうちいずれかに記載のレーダ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、例えばミリ波帯の電波を用いて車両などを探知するレーダに関するものであ
る。
【０００２】
【従来の技術】
従来、自動車などの車両に搭載され、例えば車間距離などを測定するレーダとして特開２
０００－３３８２２２が開示されている。
上記公報に示されているレーダは、ビーム走査手段によりビームの方向を３方向に切り替
えて、同一の目標物体（以下、「物標」という。）が複数のビーム方向で検出された時に
、それぞれの方向の反射信号強度に応じて物標の角度を演算し、単一のビーム方向でしか
検出できなかった時には、予め設定されている角度であるとものと判定する。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、このような従来の車載用レーダにおいては、探知用電波のビーム幅以下の分解
能で物標の動きを追跡することができない。また、反射信号強度のピークを示す角度が必
ずしも物標の中心位置を示すものではないため、物標の方位測定精度が低い、といった問
題があった。
【０００４】
この発明の目的は、探知用電波のビーム幅以下の分解能で物標の方位を検知できるように
し、また反射信号強度のピーク位置が物標の中心からずれる問題を解消して位置検知能力
を高めたレーダを提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　この発明は、探知用電波のビーム方向を探知角度範囲に亘って変化させて、所定単位角
度毎の反射信号強度のデータを検出する手段と、

。
【０００６】
一般に、ビームの幅がビーム走査の単位角度（以下、「ビーム照射間隔」という。）より
広い場合、または、物標がビーム照射間隔よりも広い範囲に存在する場合に、物標からの
反射信号はビーム走査に伴って連続して捕らえられることになる。すなわち、隣接する複
数本のビームについて反射信号が得られる。
【０００７】
しかし、物標からの反射信号強度は物標の形状や向きなどによって大きく変化するため、
必ずしも物標の中央からの反射信号強度が強いわけではなく、上記複数本のビームについ
ての反射信号強度が、中央のビームについて最大になるとは限らない。但し、ビーム１本
毎の反射信号強度をみるのではなく、ビームの角度変化に伴う反射信号強度変化の大まか
な形状をみれば、全体として山なりに変化する。
【０００８】
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所定角度の平均化幅で反射信号強度デー
タを移動平均することにより反射信号強度分布データを求める移動平均手段と、前記反射
信号強度分布データに基づいて探知すべき物標の中心位置の方位を求める中心方位取得手
段と、を備え、移動平均手段は、探知すべき物標の幅を目安として、探知すべき物標まで
の距離に応じて、前記平均化幅を変化させることを特徴とする



　したがって、上記のように、同一距離において、所定角度の平均化幅で反射信号強度デ
ータを移動平均することによって、物標の向きに影響を受けずに反射信号強度分布データ
を得る。

【０００９】
　また、この発明 前記反射信号強度分布データのうち、同一距離
毎に反射信号強度が最大となる方位を検出する これにより単純な処理によって物標の中
心方位を求める。
【００１０】
　また、この発明 前記反射信号強度分布データのうち、同一距離
毎に反射信号強度の重心に相当する方位を求める これにより、ビーム照射間隔より狭い
範囲で（ビーム照射間隔の単位に限らずに）、物標の中心方位をより高精度に求める。
【００１１】
　また、この発明 前記反射信号強度分布データのうち、同一距離
毎に反射信号強度が所定のしきい値以上となる角度範囲の中央に相当する方位を求める。
これにより、近距離の物標からの反射などで、反射信号が広い角度に亘って観察され、移
動平均を求めても鋭いピークが得られないような場合でも、その中心方位の検知を容易に
する。または、反射信号強度の低い、すなわち物標からの反射波ではない、または物標の
中心を求めるのに重要でない成分を取り除いた状態で、物標の中心方位の検知を容易にす
る。
【００１２】
また、この発明は、少なくとも前記探知角度範囲の両端部近傍で、両端部に近づくほど、
前記移動平均の平均化幅を次第に狭くする。これにより、探知角度範囲の両端部まで移動
平均処理を行えるようにして、探知角度範囲の全体に亘って方位検知を可能とする。
【００１３】
また、この発明は、探知すべき物標までの距離に応じて、当該距離が遠くなる程、前記移
動平均の平均化幅を狭くする。これにより、アンテナから物標までの距離によって定まる
、物標を照射するビームの本数に対応させる。その結果、距離によって方位検出精度にば
らつきが生じるのを避ける。
【００１４】
【発明の実施の形態】
この発明の第１の実施形態に係るレーダの構成を図１～図４を参照して説明する。
図１はレーダの全体の構成を示すブロックである。ここでＶＣＯ１は、ＤＡコンバータ１
０より出力される制御電圧に応じて発振周波数を変化させる。アイソレータ２は、ＶＣＯ
１からの発振信号をカプラ３側へ伝送し、ＶＣＯ１へ反射信号が入射するのを阻止する。
カプラ３は、アイソレータ２を経由した信号をサーキュレータ４側へ伝送するとともに、
所定の分配比で送信信号の一部をローカル信号Ｌｏとしてミキサ６へ与える。サーキュレ
ータ４は、送信信号をアンテナ５側へ伝送し、また、アンテナ５からの受信信号をミキサ
６へ与える。アンテナ５は、ＶＣＯ１のＦＭ変調された連続波のミリ波ビームを送信し、
同方向からの反射信号を受信する。また、そのビームの方向を探知角度範囲に亘って周期
的に変化させる。
【００１５】
ミキサ６は、カプラ３からのローカル信号Ｌｏとサーキュレータ４からの受信信号とをミ
キシングして中間周波信号ＩＦを出力する。ＩＦ増幅回路７は、その中間周波信号を距離
に応じた所定のゲインで増幅する。ＡＤコンバータ８は、その電圧信号をディジタルデー
タに変換してＣＰＵ９へ与える。ＣＰＵ９は、このディジタルデータを少なくとも１スキ
ャン分（所定の探知角度範囲内での複数本のビーム走査分）だけ一時蓄積して、後述する
処理によって、アンテナを中心とする物標の方位、物標までの距離、およびアンテナに対
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しかも、探知すべき物標の幅を目安として、探知すべき物標までの距離に応じて
、前記平均化幅を変化させる。これにより、例えば近距離における移動平均で用いた平均
化幅をそのまま遠距離に適用した場合に、その範囲内に複数の車両や路側の物体などが含
まれて角度の測定精度が低下する、といった問題が生じない。

の中心方位取得手段は、
。

の中心方位取得手段は、
。

の中心方位取得手段は、



する物標の相対速度を算出する。また、ＤＡコンバータ１０に対して変調信号のディジタ
ルデータを順次出力する。これにより、ＶＣＯ１の発振周波数を三角波状に連続してＦＭ
変調させる。
【００１６】
図２は、物標である車両、アンテナおよびビームの位置関係について示している。ここで
ｂ－ｎ～ｂ０～ｂ＋ｎは、それぞれアンテナ５による探知用電波のビームであり、探知角
度範囲に亘ってアンテナ５の指向方向を変化させることによってビームを走査する。
【００１７】
図３は、上記ビームの走査による反射信号強度の変化の例を示している。ここで（Ａ）は
移動平均を行う前の元のデータ、（Ｂ），（Ｃ）はビーム５本分を平均化幅として移動平
均した結果を示している。例えば、ｂ－４はｂ－６～ｂ－２の５本のビームについての反
射信号強度の平均値である。またｂ－３はｂ－５～ｂ－１の５本のビームについての反射
信号強度の平均値である。同様に、例えばｂ０は、ｂ－２～ｂ＋２の５本のビームについ
ての反射信号強度の平均値である。
【００１８】
図２に示したように、車両に対して斜め方向にビームが照射される場合に、車両の側面お
よび前後面はビームの軸に対して全体に傾いているため、反射信号強度が低めに表れる。
一方、車両のコーナ部分など、ビームの軸に正対する部分では、反射信号強度が高く表れ
る。その結果、図３の（Ａ）に示すように、反射信号強度の最大となるビームの方位が、
ビームによって投影した車両形状の中央からずれる場合がある。
【００１９】
これに対し、所定の角度幅を平均化幅として、反射信号強度データを移動平均することに
よって、ビーム１本毎の反射信号強度の変化分が平滑化される。その結果、図３の（Ａ）
，（Ｂ）に示すように、全体として山なり形状の反射信号強度分布データを得る。
【００２０】
図３の（Ｂ）に示す例では、丸印で示すように、移動平均処理後の反射信号強度が最大と
なる方位、すなわちビームｂ＋２の方位を物標の方位として検知する。
【００２１】
図３の（Ｃ）に示す例では、反射信号強度分布データから物標の方位を検知するために、
各方位の反射信号強度の重心を求める。図３の（Ｃ）において、Ｐはその重心位置を示し
ている。このように重心を求める方法によれば、物標に照射されるビームの本数が少ない
場合でも、或るビームとそれに隣接するビームの間についても、すなわちビーム単位より
も細かな精度で、方位を検知できる。
【００２２】
例えば、車両の追随処理を行うのに適した５０～１００ｍの距離において、一般的な乗用
車の幅（１．７ｍ）から車線幅（３．５ｍ）に相当する角度範囲（１～４°）を平均化幅
として選ぶのが良い。例えば、ビーム照射間隔が０．３°であれば、３本～１３本を平均
化幅として移動平均処理を行う。
【００２３】
図４は、図１に示したＣＰＵ９の処理手順を示すフローチャートである。ここで、ｓ１お
よびｓ４は、この２つに挟まれるステップｓ２，ｓ３の処理を、距離を変化させる毎に繰
り返すループであることを示している。例えば、１０ｍから１８０ｍにかけて１ｍ単位で
各距離における反射信号強度分布データを求める場合には、このループを１７０回繰り返
すことになる。ステップｓ２では処理対象の距離について求めた各ビームの反射信号強度
を一定の平均化幅で方位方向に移動平均して反射信号強度分布データを作成する。続いて
ステップｓ３では、反射信号強度分布データから、その最大値となる方位または重心を物
標の方位として検知する。
【００２４】
次に、第２の実施形態に係るレーダの構成を図５および図６を参照して説明する。
図５は、上記ビームの走査による反射信号強度の変化の例を示している。ここで（Ａ）は
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移動平均を行う前の元のデータ、（Ｂ）はビーム５本分を平均化幅として移動平均した結
果を示している。（Ｃ）は、反射信号強度が予め定めたしきい値を超えるビームを抽出し
、その角度範囲の中央に相当する方位を物標の方位として検知することを表している。
【００２５】
図６はその場合のＣＰＵの処理手順を示すフローチャートである。ここでｓ１，ｓ５は図
４に示した場合と同様に、この２つに挟まれるステップｓ２，ｓ３，ｓ４の処理を、距離
を変化させる毎に繰り返すループであることを示している。図６においてステップｓ３で
は、移動平均処理した反射信号強度分布データのうち、反射信号強度が所定のしきい値を
超えるデータを抽出し、ステップｓ４でその角度範囲の中央に相当する方位を算出する。
この方位は必ずしもビームの方向に一致している必要はない。図５に示した例では、Ｐで
示す方位を物標の方位として検知する。このようにして、ビーム照射間隔より細かな精度
で物標の方位を求める。
【００２６】
次に、第３の実施形態に係るレーダについて図７を参照して説明する。
第２の実施形態では、移動平均処理した反射信号強度分布データから反射信号強度の大き
なデータを抽出する際に固定のしきい値を用いたが、このしきい値を反射信号強度のピー
ク値から一定ｄＢだけ低い値として定める。このように反射信号強度の大きな角度領域を
抽出するためのしきい値をピーク値からの相対量として定めることによって、物標の大き
さ（散乱断面積）、物標までの距離、物標の電磁波反射率などに影響を受けずに、反射信
号強度分布データから信号強度の強い領域を確実に抽出する。
【００２７】
次に、第４の実施形態に係るレーダについて図８を参照して説明する。
前記反射信号強度分布データを求めるために移動平均する際に、例えば平均化幅をビーム
７本とする場合、すなわち、隣接する７つの反射信号強度について平均値を求める場合に
、探知角度範囲の両端部では、平均すべきデータ数が７つに満たないことになる。そのた
め、図８の（Ａ）に示すように、ビームｂ－ (n-3) の反射信号強度は、ビームｂ－ (n) ～
ｂ－ (n-6) の７つの反射信号強度を平均することにより求める。同様に、ビームｂ＋ (n-3
) の反射信号強度は、ビームｂ＋ (n) ～ｂ＋ (n-6) の７つの反射信号強度を平均すること
により求める。
【００２８】
これより外側のビームについては、図８の（Ｂ）に示すように平均化幅を狭める。例えば
ビームｂ－ (n-2) については、ｂ－ (n) ～ｂ－ (n-4) の５つの反射信号強度を平均する。
ビームｂ＋ (n-2) については、ｂ＋ (n) ～ｂ＋ (n-4) の５つの反射信号強度を平均する。
また、ビームｂ－ (n-1) の反射信号強度は、ｂ－ (n) ～ｂ－ (n-2) の３つの反射信号強度
を平均する。ビームｂ＋ (n-1) の反射信号強度は、ｂ＋ (n) ～ｂ＋ (n-2) の３つの反射信
号強度を平均する。最も外側のビームｂ－ (n) ，ｂ＋ (n) については、そのままの値を採
用する。このように、探知角度範囲の全範囲に亘って移動平均処理を行うことによって、
探知角度範囲が狭くなるのを防止する。
【００２９】
次に、第５の実施形態に係るレーダについて図９を参照して説明する。
ビームの角度方向の幅に対するビームの横断方向の長さは、アンテナから物標までの距離
によって異なるため、車幅に対応するビームの照射本数は、アンテナから車両までの距離
によって異なってくる。そのため、上述の移動平均によって反射信号強度分布データを求
める際に、例えば近距離における移動平均で用いた平均化幅をそのまま遠距離に適用する
と、その範囲内に複数の車両や路側の物体などが含まれることになるので、角度の測定精
度が低下する。そこで、この第５の実施形態では、探知目標である車両の幅程度に対応す
る角度範囲を目安として、距離に応じて移動平均の平均化幅を変える。
【００３０】
例えば、車両幅を１．７ｍ、ビーム照射間隔を０．５°とした時、距離１０ｍでは、 tan 
- 1 (1.7/10)/0.5＝ 19.3であるので、平均化幅を１９本とする。また例えば距離３０ｍでは
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、 tan - 1 (1.7/30)/0.5＝ 6.49であるので、平均化幅を６本とする。幾つかの距離について
、これらをまとめて表すと、次のようになる。
【００３１】
１０ｍ　　 tan - 1 (1.7/10)/0.5＝ 19.3　→　１９本
３０ｍ　　 tan - 1 (1.7/30)/0.5＝ 6.49　→　６本（７本）
７０ｍ　　 tan - 1 (1.7/70)/0.5＝ 2.78　→　３本
１００ｍ　 tan - 1 (1.7/100)/0.5 ＝ 1.95→　２本（１本）
１５０ｍ　 tan - 1 (1.7/150)/0.5 ＝ 1.30→　１本
このようにして、各距離における反射信号強度の移動平均処理の際に、平均化幅を、その
距離に応じて調節すれば、物標までの距離に関わらずに、目標とする大きさ程度の物標に
ついて、その方位探知を高精度に行うことができる。
【００３２】
なお、移動平均を行う際にデータ数を奇数にして、前後対称の範囲を平均化する方がよい
ので、その場合には上記括弧内の本数を用いれば良い。１５０ｍ以上の遠方では、平均化
幅が１本であるので、実質的に移動平均は行わずに、そのままの反射信号強度を採用する
。
【００３３】
なお、上述の移動平均は、単純な算術平均で行っても良いが、奇数本のデータのうち中央
の重みを大きくし、中央から離れるほど重みを小さくして、加重平均により行っても良い
。このことにより、平均化幅が広い場合での平滑化作用を弱くすることができ、反射信号
強度分布データの最大値が容易に求められるようになる。
【００３４】
【発明の効果】
　この発明によれば、同一距離において、所定角度の平均化幅で反射信号強度データを移
動平均することによって、物標の向きに影響を受けずに、物標のビームによる投影形状を
表わす反射信号強度分布データが得られ、物標の位置検知精度が高まる。

【００３５】
また、この発明によれば、反射信号強度分布データのうち、同一距離毎に反射信号強度が
最大となる方位を検出することにより、単純な処理によって物標の中心方位が求められる
。
【００３６】
また、この発明によれば、反射信号強度分布データのうち、同一距離毎に反射信号強度の
重心に相当する方位を求めることにより、ビーム照射間隔より狭い範囲で、物標の中心方
位がより高精度に求められる。
【００３７】
また、この発明によれば、反射信号強度分布データのうち、同一距離毎に反射信号強度が
所定のしきい値以上となる角度範囲の中央に相当する方位を求めることにより、近距離の
物標からの反射などで、反射信号が広い角度に亘って観察され、移動平均を求めても鋭い
ピークが得られないような場合でも、その中心方位を容易に検知することができる。また
、反射信号強度の低い、すなわち物標からの反射波ではない、または物標の中心を求める
のに重要でない成分を取り除いた状態で、物標の中心方位が容易に求められる。
【００３８】
また、この発明によれば、探知角度範囲の両端部に近づくほど、移動平均の平均化幅を次
第に狭くすることにより、探知角度範囲の両端部まで移動平均処理を行えるようになり、
探知角度範囲の全体に亘って方位検知が可能となる。
【００３９】
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しかも、探知す
べき物標の幅を目安として、探知すべき物標までの距離に応じて、前記平均化幅を変化さ
せるので、例えば近距離における移動平均で用いた平均化幅をそのまま遠距離に適用した
場合に、その範囲内に複数の車両や路側の物体などが含まれて角度の測定精度が低下する
、といった問題が生じない。



また、この発明によれば、探知すべき物標までの距離に応じて、当該距離が遠くなる程、
移動平均の平均化幅を狭くすることにより、アンテナから物標までの距離に関わらず方位
検出精度にばらつきが生じることなく、物標の探知が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施形態に係るレーダの全体の構成を示すブロック図
【図２】アンテナ、ビームおよび物標の位置関係の例を示す図
【図３】移動平均による反射信号強度分布データの例および物標の方位を検出する方法を
示す図
【図４】第１の実施形態に係るレーダにおけるＣＰＵの処理手順を示すフローチャート
【図５】第２の実施形態に係るレーダにおける物標の方位を検知する方法を示す図
【図６】同レーダにおけるＣＰＵの処理手順を示すフローチャート、および縦断面図
【図７】第３の実施形態に係るレーダにおける物標の方位を検知する方法を示す図
【図８】第４の実施形態に係る、探知角度範囲の両端部における移動平均の処理について
示す図
【図９】第５の実施形態に係るレーダにおける移動平均処理の平均化幅を説明するための
図
【符号の説明】
５－アンテナ
ｂ－ビーム
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

(8) JP 3995890 B2 2007.10.24



【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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